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○農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金交付要綱 

平成20年９月10日制定 

（目的） 

第１条 この要綱は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が国立大学法人東京農工大学工学部小金

井キャンパス内に設置する東京農工大学連携型起業家育成施設である農工大・多摩小金井ベンチ

ャーポート（以下「施設」という。）に入居し、新しい分野や新しい事業への進出を目指す者に

対し、農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金（以下「補助金」という。）を交

付することにより、施設への入居の促進と、起業や新たな事業展開の支援を図り、もって地域経

済の活性化と雇用創出に資することを目的とする。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付の申請時において、施設に入居し

ている個人又は法人のうち、施設を退去した日又は入居後５年が経過して補助金の交付が終了し

た日のいずれかの翌日から起算して引き続き市内に３年以上事務所、事業所又は生産拠点（以下

「事務所等」という。）を有して事業を行おうとするもので、次の各号のいずれかの要件に該当

し、かつ、市税を完納しているものとする。 

(１) 現に事業を行っている者又は施設入居期間中に事業化に係る法人を設立する計画のある者 

(２) その他市長が特に必要と認める者 

（補助金の交付対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費は、入居者が支払った居室の賃料とする。ただし、敷金、消費税、

光熱水費及びこれに類する経費を除く。 

（補助金の交付対象期間） 

第４条 補助金の交付対象期間は、入居開始の日から起算して５年を限度とする。 

（補助金の交付の額等） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する交付対象期間において、入居した居室の床面積の合計に月

額１平方メートル当たり1,500円を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付対象者に対して交付す

る。 

２ 月の途中で施設への入居又は退去を行う場合は、当該月の補助金の額は、日割計算によるもの

とする。 

３ 前２項の規定により計算した補助金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも

のとする。 
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（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、入居又は継続期間開始後１か月以内に農工大・多摩

小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金交付申請書（様式第１号）により、市長に申請しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による申請には、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

(１) 施設の入居契約書の写し 

(２) 事業計画書 

(３) 農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金交付申請における確約書 

(４) 農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金交付申請に係る承諾書 

(５) 市税の納税証明書（発行の日から１月以内のものに限る。） 

(６) 法人にあっては、次に掲げるもの 

ア 登記事項証明書（発行の日から３月以内のものに限る。）の写し 

イ 直近の決算書 

ウ 事務所等の所在地を証するもの。ただし、申請時に事務所等が小金井市内に所在しない法

人においては、その設置計画の分かるもの 

(７) 個人にあっては、次に掲げるもの 

ア 住民票（発行の日から１月以内のものに限る。） 

イ 退去後の事務所等の設置計画の分かるもの 

(８) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適

当と認めたときは、次に掲げる条件を付して補助金の交付の決定をし、農工大・多摩小金井ベン

チャーポート入居者賃料補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知しなければ

ならない。 

(１) 補助金の適正な執行を図るため市が調査を必要とする場合、帳簿又はその他の資料を提示

し、又は内容を報告すること。 

(２) 補助金の執行に関する関係書類等を、当該申請年度の翌年度の初めから起算して５年間保

管すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件 

２ 市長は、当該申請の内容を不適当と認めたときは、農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居
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者賃料補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係

る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から

30日以内に申請の取下げをすることができる。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第９条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、天災地変その他補助金の交付の決定後生

じた事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り

消し、又はその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。 

（補助金の交付） 

第10条 第７条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、次項各号に掲げる期の末日後、

速やかに農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金交付請求書（様式第４号）を市

長に提出するものとし、市長はこれに基づき補助金の交付を行うものとする。 

２ 前項の規定による補助金の交付の回数は、次に掲げる区分により、年４回行うものとする。 

(１) １期（４月分から６月分まで） 

(２) ２期（７月分から９月分まで） 

(３) ３期（10月分から12月分まで） 

(４) ４期（翌年の１月分から３月分まで） 

３ 第１項の規定による請求には、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

(１) 賃料の支払いを確認できる書類又は領収書の写し 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（設置計画等の変更届） 

第11条 補助金の交付の決定を受けた者が、第６条第２項各号に規定する書類について変更がある

場合には、速やかに農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助事業設置計画等変更届

（様式第５号）に変更後の同項各号に規定する書類を添付して市長に届け出なければならない。 

（実績の報告） 

第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象年度の末日後、速やかに農工大・多摩小金井

ベンチャーポート入居者賃料補助金実績報告書（様式第６号）に事業成果報告書その他市長が必

要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 
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第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告の審査及び必要に応じて行

う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び条件に適合

しているかどうかを調査するものとする。 

２ 市長は、前項の補助事業の成果が適合していると認めるときは、速やかに交付すべき補助金の

額を確定し、農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助金額確定通知書（様式第７号）

により、補助事業者に通知しなければならない。 

（交付の決定の取消し） 

第14条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。 

２ 前項の規定により取消しをした場合は、農工大・多摩小金井ベンチャーポート入居者賃料補助

金交付決定取消（全部・一部）通知書（様式第８号）により通知しなければならない。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、返還期限を定めて、農工大・多摩小金井ベンチャーポート

入居者賃料補助金返還通知書（様式第９号）により、返還を命じなければならない。 

（実施結果の状況報告） 

第16条 補助金を交付した対象者は、施設を退去した日の属する、又は入居後５年が経過して補助

金の交付が終了した市の会計年度の翌年度の初めから起算して３年間、農工大・多摩小金井ベン

チャーポート入居者賃料補助金に係る実施結果状況報告書（様式第10号）に登記簿謄本又は登記

事項全部証明書の写し（発行の日から３月以内のものに限る。）及び事務所、事業所又は生産拠

点の所在地のわかるものを添付し、市の毎会計年度終了後、市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、小金井市補助金等交付規則（平成12年規則

第27号）によるものとし、なお、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成20年９月10日から施行する。 

付 則 
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この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成29年１月24日から施行する。 

 

 


